
久喜市の組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則 

（久喜市長の職務を行う者の順位に関する規則の一部改正） 

第１条 久喜市長の職務を行う者の順位に関する規則（平成２２年久喜市規則第

７号）の一部を次のように改正する。 

第３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、

同条に第１号として次の１号を加える。 

（１） 総務部長 

（久喜市公印規則の一部改正） 

第２条 久喜市公印規則（平成２２年久喜市規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

別表（２）職印の表中 

 「 

菖蒲総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長之印 

方２１ 

 

菖蒲総合支所におい

て発行する市民課

（総合窓口）の所管

に係る諸証明専用 

市民課（総

合窓口）長 

栗橋総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長之印 

方２１ 

 

栗橋総合支所におい

て発行する市民課

（総合窓口）の所管

に係る諸証明専用 

市民課（総

合窓口）長 

鷲宮総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長之印 

方２１ 

 

鷲宮総合支所におい

て発行する市民課

（総合窓口）の所管

に係る諸証明専用 

市民課（総

合窓口）長 

」 

 を 



 「 

菖蒲行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

菖蒲行政センター市

民係の所管に係る諸

証明専用 

菖蒲行政

センター

長 

栗橋行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

栗橋行政センター市

民係の所管に係る諸

証明専用 

栗橋行政

センター

長 

鷲宮行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

鷲宮行政センター市

民係の所管に係る諸

証明専用 

鷲宮行政

センター

長 

」 

に改め、同表建設管理課専用埼玉県久喜市長之印の項の次に次のように加える。 

まちづくり

推進部専用

埼玉県久喜

市長之印 

方２１  まちづくり推進部に

おいて市長名をもっ

て発する文書 

都市計画

課長 

  別表（２）職印の表中 

 「 

 
菖蒲行政センター 

 
まちづくり推進部 

 
係 

 

 

栗橋行政センター 

鷲宮行政センター 

 
係 

 
係 



菖蒲総合支

所専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

菖蒲総合支所におい

て市長名をもって発

する文書 

菖蒲総合

支所総務

管理課長 

」 

 を 

 「 

菖蒲行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長之印 

方２１ 

 

菖蒲行政センターに

おいて市長名をもっ

て発する文書 

菖蒲行政

センター

長 

」 

 に、 

 「 

栗橋総合支

所専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

栗橋総合支所におい

て市長名をもって発

する文書 

栗橋総合

支所総務

管理課長 

鷲宮総合支

所専用埼玉

県久喜市長

之印 

方２１ 

 

鷲宮総合支所におい

て市長名をもって発

する文書 

鷲宮総合

支所総務

管理課長 

」 

 を 

 「 

 
菖蒲行政センター 



栗橋行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長之印 

方２１ 

 

栗橋行政センターに

おいて市長名をもっ

て発する文書 

栗橋行政

センター

長 

鷲宮行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長之印 

方２１ 

 

鷲宮行政センターに

おいて市長名をもっ

て発する文書 

鷲宮行政

センター

長 

」 

 に、 

 「 

菖蒲総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長職務

代理者印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

市民課（総

合窓口）長 

栗橋総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長職務

代理者印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

市民課（総

合窓口）長 

鷲宮総合支

所市民課専

用埼玉県久

喜市長職務

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

市民課（総

合窓口）長 

 
栗橋行政センター 

 
鷲宮行政センター 



代理者印 

」 

 を 

 「 

菖蒲行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

菖蒲行政

センター

長 

栗橋行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

栗橋行政

センター

長 

鷲宮行政セ

ンター市民

係専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

鷲宮行政

センター

長 

」 

 に改め、同表建設管理課専用埼玉県久喜市長職務代理者印の項の次に次のよう

に加える。 

 

 

 

 

栗橋行政センター 

菖蒲行政センター 

鷲宮行政センター 

 
係 

 
係 

 
係 



 

まちづくり

推進部専用

埼玉県久喜

市長職務代

理者印 

方２１  市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

都市計画

課長 

  別表（２）職印の表中 

 「 

菖蒲総合支

所専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

菖蒲総合

支所総務

管理課長 

」 

 を 

 「 

菖蒲行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長職務代

理者印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

菖蒲行政

センター

長 

」 

 に、 

 「 

 

 

まちづくり推進部 

菖蒲行政センター 



栗橋総合支

所専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

栗橋総合

支所総務

管理課長 

鷲宮総合支

所専用埼玉

県久喜市長

職務代理者

印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

鷲宮総合

支所総務

管理課長 

」 

 を 

 「 

栗橋行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長職務代

理者印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

栗橋行政

センター

長 

鷲宮行政セ

ンター専用

埼玉県久喜

市長職務代

理者印 

方２１ 

 

市長職務代理者執務

のとき市長印に準じ

て用いる。 

鷲宮行政

センター

長 

」 

 に改め、同表久喜市菖蒲総合支所長印の項、久喜市栗橋総合支所長印の項及び

久喜市鷲宮総合支所長印の項を削り、同表中 

 

 

栗橋行政センター 

鷲宮行政センター 



 「 

菖蒲総合支

所専用久喜

市福祉事務

所長之印 

方１８ 

 

菖蒲総合支所におい

て福祉事務所長名を

もって発する文書 

社会福祉

課長 

栗橋総合支

所専用久喜

市福祉事務

所長之印 

方１８ 

 

栗橋総合支所におい

て福祉事務所長名を

もって発する文書 

社会福祉

課長 

鷲宮総合支

所専用久喜

市福祉事務

所長之印 

方１８ 

 

鷲宮総合支所におい

て福祉事務所長名を

もって発する文書 

社会福祉

課長 

」 

 を 

 「 

菖蒲行政セ

ンター専用

久喜市福祉

事務所長之

印 

方１８ 

 

菖蒲行政センターに

おいて福祉事務所長

名をもって発する文

書 

社会福祉

課長 

栗橋行政セ

ンター専用

久喜市福祉

事務所長之

印 

方１８ 

 

栗橋行政センターに

おいて福祉事務所長

名をもって発する文

書 

社会福祉

課長 

 
菖蒲行政センター 

 
栗橋行政センター 



鷲宮行政セ

ンター専用

久喜市福祉

事務所長之

印 

方１８ 

 

鷲宮行政センターに

おいて福祉事務所長

名をもって発する文

書 

社会福祉

課長 

」 

 に改め、同表久喜市公文書館長印の項中「公文書館長」を「庶務課長」に改め、

同表久喜市中央保健センター所長印の項を削る。 

（久喜市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第３条 久喜市情報公開条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１５号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第３項中「総合支所（久喜市総合支所設置条例（平成２２年久喜市条

例第１０号）第１条に規定する総合支所をいう。）」を「行政センター（久喜

市行政センター設置条例（令和５年久喜市条例第３２号）第１条に規定する行

政センターをいう。）」に改める。 

（久喜市情報公開・個人情報保護運営審議会規則の一部改正） 

第４条 久喜市情報公開・個人情報保護運営審議会規則（平成２２年久喜市規則

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「総務部市政情報課」を「総務部庶務課」に改める。 

（久喜市職員の職名に関する規則の一部改正） 

第５条 久喜市職員の職名に関する規則（平成２２年久喜市規則第２６号）の一

部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

 別表（第３条関係） 

種類 職名 

 
鷲宮行政センター 



事務職員 室長 部長 事務局長 副室長 副部長 会計管理

者 参事 課長 館長 園長 所長 センター長 

主幹 危機管理監 指導主事 社会教育主事 副園

長 課長補佐 副主幹 副館長 副所長 副センタ

ー長 係長 担当主査 主査 主任 主事 教諭 

社会福祉士 書記 司書 学芸員 ＩＣＴ専門官 

部付 室付 課付 

技術職員 室長 部長 事務局長 副室長 副部長 会計管理

者 参事 課長 館長 園長 所長 センター長 

主幹 指導主事 社会教育主事 副園長 課長補佐 

 副主幹 副館長 副所長 副センター長 係長 

担当主査 主査 主任 技師 保健師 看護師 准

看護師 保育士 栄養士 書記 部付 室付 課付 

技能労務職員 自動車運転手 支援員 業務員 土木作業員 調理

員 電話交換手 

（久喜市一般職職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正） 

第６条 久喜市一般職職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成２

２年久喜市規則第４７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の６級の項中「部長又は支所長」を「室長又は部長」に、「部又は

総合支所」を「室又は部」に改め、同表７級の項中「部」を「室又は部」に改

める。 

（久喜市予算事務規則の一部改正） 

第７条 久喜市予算事務規則（平成２２年久喜市規則第６０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１号中「部及び久喜市総合支所設置条例（平成２２年久喜市条例第

１０号）に規定する総合支所の長」を「室及び部の長」に改める。 



第２２条第２項中「担当部長」を「配当を受けた予算を所管する関係長（第

３条第２号、第５号及び第１２号に規定する者を除く。）」に改める。 

別表第１（注）３中「副部長、副支所長」を「副室長、副部長」に改める。 

（久喜市工事検査規則の一部改正） 

第８条 久喜市工事検査規則（平成２２年久喜市規則第６６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項第１号中「総務部庶務課（以下「庶務課」という。）」を「総

務部管財課（以下「管財課」という。）」に改める。 

第４条中「総務部庶務課長（以下「庶務課長」という。）」を「総務部管財

課長（以下「管財課長」という。）」に改める。 

第８条第１項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課 

長」を「管財課長」に改め、同条第２項中「庶務課長」を「管財課長」に改め、 

同条第３項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課長」

を「管財課長」に改める。 

第９条、第１０条及び第１１条第１項から第４項までの規定並びに第１２条

及び第１３条中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

様式第１号中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

様式第２号中「庶務課長」を「管財課長」に、 

 「 

庶

務

課 

     」 

 を 

 「 



管

財

課 

     」 

 に改める。 

様式第３号から様式第９号までの規定中「庶務課長」を「管財課長」に改め

る。 

（久喜市業務委託検査規則の一部改正） 

第９条 久喜市業務委託検査規則（平成２２年久喜市規則第６７号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第１項第１号中「総務部庶務課（以下「庶務課」という。）」を「総

務部管財課（以下「管財課」という。）」に改め、同項第３号中「庶務課」を

「管財課」に改める。 

第４条中「総務部庶務課長（以下「庶務課長」という。）」を「総務部管財

課長（以下「管財課長」という。）」に改める。 

第７条第１項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課 

長」を「管財課長」に改め、同条第２項中「庶務課長」を「管財課長」に改め、 

同条第３項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課長」

を「管財課長」に改める。 

第８条、第９条及び第１０条第１項から第４項までの規定並びに第１１条及

び第１２条中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

様式第１号中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

様式第２号中「庶務課長」を「管財課長」に、 

 「 

庶



務

課 

     」 

 を 

 「 

管

財

課 

     」 

 に改める。 

様式第３号から様式第９号までの規定中「庶務課長」を「管財課長」に改め

る。 

（久喜市物品購入検査規則の一部改正） 

第１０条 久喜市物品購入検査規則（平成２２年久喜市規則第６８号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「総務部庶務課（以下「庶務課」という。）」を「総

務部管財課（以下「管財課」という。）」に改める。 

第４条中「総務部庶務課長（以下「庶務課長」という。）」を「総務部管財

課長（以下「管財課長」という。）」に改める。 

第７条第１項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課 

長」を「管財課長」に改め、同条第２項中「庶務課長」を「管財課長」に改め、 

同条第３項中「庶務課が執行する」を「管財課が執行する」に、「庶務課長」

を「管財課長」に改める。 

第８条、第９条及び第１０条第１項から第４項までの規定並びに第１１条及

び第１２条中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

様式第１号中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 



様式第２号中「庶務課長」を「管財課長」に、 

 「 

庶

務

課 

     」 

 を 

 「 

管

財

課 

     」 

 に改める。 

様式第３号から様式第１０号までの規定中「庶務課長」を「管財課長」に改

める。 

（久喜市財産規則の一部改正） 

第１１条 久喜市財産規則（平成２２年久喜市規則第６９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１号中「館長及び所長」を「館長及びセンター長」に改める。 

第６条第１項中「庶務課長」を「管財課長」に改める。 

（久喜市庁舎管理規則の一部改正） 

第１２条 久喜市庁舎管理規則（平成２２年久喜市規則第７０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「菖蒲総合支所の庁舎、栗橋総合支所の庁舎及び鷲宮総合支所の庁

舎」を「菖蒲行政センターの庁舎、栗橋行政センターの庁舎及び鷲宮行政セン

ターの庁舎」に改める。 



別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

 管理責任者及び代理者 

庁舎の区分 管理責任者 代理者 

本庁舎 総務部長 総務部管財課長 

行政センター 市民部長 行政センター長 

（久喜市福祉事務所処務規則の一部改正） 

第１３条 久喜市福祉事務所処務規則（平成２２年久喜市規則第７３号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中「子ども未来部子ども未来課、子ども未来部保育課」を「こども未

来部子育て支援課、こども未来部こども家庭保健課、こども未来部保育幼稚園

課、こども未来部こども育成課」に改める。 

  第３条の表子ども未来課の部中「子ども未来課」を「子育て支援課」に改め、 

同部中（２）の項を削り、（３）の項を（２）の項とし、（４）の項を削り、

（５）の項を（３）の項とし、同部の次に次のように加える。 

  こども家庭保健課 

（１）  家庭児童相談室に関すること。 

（２）  児童虐待の防止等に関すること。 

第３条の表保育課の部中「保育課」を「保育幼稚園課」に改め、同部の次に

次のように加える。 

こども育成課 

児童福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。 

  第４条第３項の表所長の項中「子ども未来部の長」を「こども未来部の長」

に、同表次長の項中「子ども未来部の副部長」を「こども未来部の副部長」に

改め、同表中 

 「 



子ども未来課

長 

組織規則第３条第１項の表に規定する子ども未来部子ど

も未来課の長 

保育課長 組織規則第３条第１項の表に規定する子ども未来部保育

課の長 

」 

 を 

 「 

子育て支援課

長 

組織規則第３条第１項の表に規定するこども未来部子育

て支援課の長 

こども家庭保

健課長 

組織規則第３条第１項の表に規定するこども未来部こど

も家庭保健課の長 

保育幼稚園課

長 

組織規則第３条第１項の表に規定するこども未来部保育

幼稚園課の長 

こども育成課

長 

組織規則第３条第１項の表に規定するこども未来部こど

も育成課の長 

」 

に、同条第４項中「子ども未来部子ども未来課及び保育課」を「こども未来部 

子育て支援課、こども家庭保健課、保育幼稚園課及びこども育成課」に改める。 

 第７条第４項中「子ども未来課長は、委任規則第４条第２号、第３号及び第

５号並びに第１０条に規定する事項」を「子育て支援課長は、委任規則第１０

条第１号から第６号までに規定する事項」に改め、同条第６項中「前３項」を

「前各項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「保育課長」を「保

育幼稚園課長」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を

加える。 

５ こども家庭保健課長は、委任規則第４条第２号及び第３号に規定する事項

について専決することができる。 



（久喜市健康福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第１４条 久喜市健康福祉センター条例施行規則（平成２２年久喜市規則第７６

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第３項第１号中「久喜市栗橋総合支所の社会福祉課栗橋社会福祉

係」を「久喜市栗橋行政センターの社会福祉課栗橋福祉係」に改める。 

（久喜市保育料の徴収に関する規則の一部改正） 

第１５条 久喜市保育料の徴収に関する規則（平成２２年久喜市規則第９０号）

の一部を次のように改正する。 

様式第４号中「子ども未来部保育課 保育係」を「こども未来部保育幼稚園

課 管理係」に改める。 

（久喜市の区域内に住所を有する者並びに久喜市職員に対する児童手当の認定

及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一部改正） 

第１６条 久喜市の区域内に住所を有する者並びに久喜市職員に対する児童手当

の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則（平成２２年久喜市規則第

９９号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「子ども未来部子ども未来課長」を「こども未来部子育て支援

課長」に改める。 

（久喜市介護保険条例施行規則の一部改正） 

第１７条 久喜市介護保険条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

  様式第１０号から様式第１１号までの規定中「各総合支所高齢者・介護保険

係」を「各行政センター福祉係」に改める。 

（久喜市農業集落排水処理事業の受益者分担金に関する条例施行規則の一部改

正） 

第１８条 久喜市農業集落排水処理事業の受益者分担金に関する条例施行規則

（平成２２年久喜市規則第１５２号）の一部を次のように改正する。 



  様式第３号中「総合支所」を「行政センター」に改める。 

（久喜市住民票等の交付に関する規則の一部改正） 

第１９条 久喜市住民票等の交付に関する規則（平成２２年久喜市規則第１６３

号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「各総合支所市民係」を「各行政センター市民係」に改める。 

（久喜市コミュニティ広場条例施行規則の一部改正） 

第２０条 久喜市コミュニティ広場条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１８

６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３項第１号中「鷲宮総合支所総務管理課」を「市民部鷲宮行政セン

ター」に改める。 

（久喜市集会所条例施行規則の一部改正） 

第２１条 久喜市集会所条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１８８号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「総務部庶務課」を「市民部市民生活課」に改める。 

（久喜市自転車等放置防止条例施行規則の一部改正） 

第２２条 久喜市自転車等放置防止条例施行規則（平成２２年久喜市規則第１９

０号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「市民部交通企画課」を「市民部交通住宅課」に改める。 

（久喜市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改正） 

第２３条 久喜市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例施行規則（平成２

２年久喜市規則第１９７号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項第１号中「建設部長」を「まちづくり推進部長」に改め、同

条第７項中「建設部建築審査課」を「まちづくり推進部建築審査課」に改める。 

（久喜市建築協定書の縦覧規則の一部改正） 

第２４条 久喜市建築協定書の縦覧規則（平成２２年久喜市規則第１９８号）の

一部を次のように改正する。 



  第３条中「建設部建築審査課」を「まちづくり推進部建築審査課」に改める。 

（久喜市市営住宅条例施行規則の一部改正） 

第２５条 久喜市市営住宅条例施行規則（平成２２年久喜市規則第２０４号）の

一部を次のように改正する。 

  第２９条中「建設部都市整備課」を「市民部交通住宅課」に改める。 

（久喜市開発登録簿閲覧規則の一部改正） 

第２６条 久喜市開発登録簿閲覧規則（平成２２年久喜市規則第２０８号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「建設部都市計画課」を「まちづくり推進部都市計画課」に改める。 

（久喜市表彰規則の一部改正） 

第２７条 久喜市表彰規則（平成２２年久喜市規則第２４７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１０条中「総務部秘書課」を「市長公室秘書課」に改める。 

（久喜市隣保事業の届出に係る事務に関する規則の一部改正） 

第２８条 久喜市隣保事業の届出に係る事務に関する規則（平成２４年久喜市規

則第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「菖蒲総合支所しょうぶ会館」を「総務部しょうぶ会館」に改める。 

（久喜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の一部改正） 

第２９条 久喜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則（平成

２４年久喜市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条及び様式第１号中「市民部長」を「市長公室長」に改める。 

（久喜市消防団公印規則の一部改正） 

第３０条 久喜市消防団公印規則（平成２４年久喜市規則第２９号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第１項中「市民部消防防災課長」を「市長公室危機管理課長」に改め

る。 



（久喜市立保育所保育料等徴収条例施行規則の一部改正） 

第３１条 久喜市立保育所保育料等徴収条例施行規則（平成２７年久喜市規則第

１５号）の一部を次のように改正する。 

  様式第５号中「各総合支所」を「各行政センター」に、「保育課」を「保育

幼稚園課」に改める。 

（久喜市子ども・子育て支援法等施行細則の一部改正） 

第３２条 久喜市子ども・子育て支援法等施行細則（平成２７年久喜市規則第２

１号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１８号中「保育課」を「保育幼稚園課」に改める。 

（久喜市内職相談実施規則の一部改正） 

第３３条 久喜市内職相談実施規則（令和２年久喜市規則第２７号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第１項中「環境経済部久喜ブランド推進課」を「環境経済部商工観光

課」に改める。 

（久喜市空家等の適切な管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第３４条 久喜市空家等の適切な管理に関する条例施行規則（令和３年久喜市規

則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号中「建設部都市整備課」を「市民部交通住宅課」

に改める。 

（久喜市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正） 

第３５条 久喜市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年久喜市規則第

２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第２項中「総合支所（久喜市総合支所設置条例（平成２２年久喜市

条例第１０号）第１条に規定する総合支所をいう。）」を「行政センター（久

喜市行政センター設置条例（令和５年久喜市条例第３２号）第１条に規定する

行政センターをいう。）」に改める。 



様式第４号中「総合支所」を「行政センター」に改める。 

（久喜市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正） 

第３６条 久喜市情報公開・個人情報保護審査会規則（令和５年久喜市規則第２

４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「総務部市政情報課」を「総務部庶務課」に改める。 

（久喜市死者情報の開示請求に係る取扱規則の一部改正） 

第３７条 久喜市死者情報の開示請求に係る取扱規則（令和５年久喜市規則第３

２号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 



様式第１号（第５条関係） 

保有死者情報開示請求書 
年    月    日  

久喜市長 あて 
（ ふ り が な ） 
氏    名                              
住所又は居所 〒 

                             
電 話 番 号        （     ）               

久喜市死者情報の開示請求に係る取扱規則第５条第１項の規定により、下記のとおり保有死
者情報の開示を請求します。 

 
１ 開示請求の対象者（死者） 
（ふりがな） 
氏 名 

 
生年月日 年   月   日 

住 所 
〒 

２ 開示請求者と死者との関係（該当する□の中にレ印してください。その他の場合は内容を
記載してください。） 
□相続人  □配偶者   □子   □父母   □その他（          ） 

３ 開示請求の内容（具体的に特定してください。） 
 
 
 
 
 
 

４ 開示の区分（希望する□の中にレ印してください。） 
（１） 実施の方法 □閲覧  □写しの交付 （□写しの送付を希望） 
（２） 提供の場所 □公文書館 □菖蒲行政センター □栗橋行政センター  

□鷲宮行政センター   

【事務処理欄】 
＜本人確認等＞ 
（１） 遺族等確認書類  
 □戸籍謄本   □その他（                         ） 
（２） 開示請求者本人確認書類 
□個人番号カード □運転免許証（番号           ） 
□旅券（番号        ）□健康保険被保険者証 ※ 複数（番号      ） 
□その他（                        ） 

 
申出番号 第       号 受付印 

通知期限 年     月     日  

担  当 部          課         
担当 
電話番号      （    ）      内線     

備  考  
 



                   （表） 

様式第２号（第９条関係） 

保有死者情報開示決定通知書 

 久 第    号  

年  月  日  

 

   様 

久喜市長       印 

 

年  月  日付けで開示請求のあった保有死者情報については、久喜市死者情

報の開示請求に係る取扱規則第９条第１項の規定により、次のとおり取り扱うこととしまし

たので通知します。 

 

１ 開示請求の実施 

□全部開示     □部分開示      

２ 開示する情報の内容 
 

３ 開示の実施の方法等 

（１）実施の方法 □閲覧  □写しの交付 （ □写しの送付 ） 

（２）開示の日時 年   月   日（  ）  時   分 

（３）開示の場所 
□公文書館  □菖蒲行政センター □栗橋行政センター  
□鷲宮行政センター   

（４）費用 
写しの交付に要する費用      円 
送付に要する費用（切手）     円 

４ 開示請求に係る情報の一部を開示しない場合の理由及びその範囲 
 

５ 担当課 
久喜市        部         課           係 

電話番号：                （内線：         ） 

（注） 閲覧又は写しの交付を受ける際は、開示請求者本人であることを確認する書類を提

示してください。  



 （裏） 
 

 教 示 
 
１ 審査請求について 

この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内に、久喜市に対して審査請求をすることができます。 
ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算し３か月以内であっても、この決

定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 
２ 取消訴訟について 

この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、
当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、久喜
市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において久喜市を代表する者は、
久喜市長です。 
ただし、この決定があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日
（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経
過したときは、決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 

 



附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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